
令和1年6月28日 公表日 平成27年7月29日 令和1年6月28日 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年6月28日 評価実施期間名 宮崎県三股町 三股町長 事後

令和1年6月28日 Ⅰ-1.③システムの名称

1．国民健康保険税システム
2．団体内統合宛名システム
3．中間サーバー

1．国民健康保険税システム
2．団体内統合宛名システム
3．中間サーバー
4．番号連携サーバ

事後

令和1年6月28日 Ⅰ-3．個人番号の利用 別表第1省令第16条 別表第1主務省令第16条 事後

令和1年6月28日 Ⅰ-4．②法令上の根拠 別表第2省令第20条 別表第2主務省令第20条 事後

令和1年6月28日
Ⅱしきい値判断項目　1．対象
者数　いつ時点の計数か

平成27年6月1日 平成31年4月1日 事後

令和1年6月28日
Ⅱしきい値判断項目　2．取扱
者数　いつ時点の計数か

平成27年6月1日 平成31年4月1日 事後

令和1年6月28日
5　評価実施機関における担
当部署②所属長の役職名

税務財政課長　上村　陽一 課長 事後

令和1年6月28日 Ⅳリスク対策 １～９までを新規に記載 事後

令和3年9月1日 公表日 令和1年6月28日 令和3年9月1日 事後

令和3年9月1日

４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

情報照会
1　番号法第19条第7号及び同法別表第2の第
27項
2　行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第2の主
務省令で
　　定める事務及び情報を定める命令（平成26
年内閣府・総務省令第7号）（別表第2省令）
　　別表第2主務省令第20条

情報提供
　　なし

情報照会
1　番号法第19条第8号及び同法別表第2の第
27項
2　行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第2の主
務省令で
　　定める事務及び情報を定める命令（平成26
年内閣府・総務省令第7号）（別表第2省令）
　　別表第2主務省令第20条

情報提供
　　なし

事後

令和6年12月10日
Ⅱしきい値判断項目　1．対象
者数　いつ時点の計数か

平成31年4月1日 令和6年10月1日 事前

令和6年12月10日
Ⅱしきい値判断項目　2．取扱
者数　いつ時点の計数か

平成31年4月1日 令和6年10月1日 事前

令和6年12月10日 Ⅳリスク対策 8、11を新規に記載 事前


